
夏
季
休
業
中
の
学
校
閉
庁
日

省
エ
ネ
促
進
と
教
職
員
の
健
康
増
進
、

子
ど
も
た
ち
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
目
的

に
、
市
立
小
・
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
を
閉
庁
し
ま
す
。
期
間
中
は
部
活
動

も
原
則
行
わ
な
い
こ
と
と
し
ま
す
。
緊

急
の
連
絡
は
学
校
教
育
課
へ
。

日
程　
８
月
11
日
㊐
㊗
～
16
日
㊎

問
学
校
教
育
課

祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
の
収
集

８
月
12
日
㊊（
振
替
休
日
）＝
収
集
し
ま
す

問
廃
棄
物
減
量
推
進
課

　
☎
32
・
2
4
2
8

国
保
の
変
更
届
は
14
日
以
内
に

国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
税
を
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
他
の
健
康
保
険

に
加
入
し
て
も
、
国
保
を
や
め
る
手
続

き
を
し
て
い
な
い
と
国
保
税
が
引
き
続

き
課
税
さ
れ
ま
す
。
世
帯
主（
員
）が

医
療
保
険
課
、
各
支
所
、
宇
久
行
政
セ

ン
タ
ー
の
い
ず
れ
か
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。
国
保
を
や
め
る
と
き
は
必
ず

保
険
証
を
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

問
医
療
保
険
課

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
等
承
認
を
受

け
た
人
は
免
除
分
の
保
険
料
を
納
め
な

い
と
未
納
と
な
り
、
全
額
納
め
た
場
合

よ
り
受
け
取
る
金
額
が
少
な
く
な
り
ま

す
。
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
追
納
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
佐
世
保
年
金
事
務
所

☎
34
・
1
1
8
9

８
月
は
市
県
民
税
第
２
期
分
、
国
民
健

康
保
険
税
第
３
期
分
の
納
付
月

忘
れ
ず
に
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。
特

別
な
事
情
も
な
く
長
期
滞
納
す
る
と
、
滞

納
処
分
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課（
市
県
民
税
）

問
保
険
料
課（
国
民
健
康
保
険
税
）

市
税
の
証
明
発
行

代
理
人
が
市
税
の
証
明
・
閲
覧
な
ど
を

請
求
す
る
場
合
は
、
委
任
状
と
来
庁
す

る
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
で
所
得

課
税
証
明
書
が
１
０
０
円
安
く
コ
ン
ビ

ニ
で
取
得
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
市
民
税
課

地
方
税
の
全
国
共
通
納
税
シ
ス
テ
ム

10
月
１
日
か
ら
市
役
所
窓
口
や
金
融
機

関
等
に
出
向
く
こ
と
な
く
全
国
の
地
方

公
共
団
体
へ
一
括
し
て
電
子
納
税
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

対
象　
個
人
住
民
税（
特
別
徴
収
分
）、

法
人
市
町
村
民
税
、
法
人
都
道
府
県

民
税
、
法
人
事
業
税
、
地
方
法
人
特

別
税
、
事
業
所
税

※
詳
し
く
は
e
エ
ル
タ
ッ
ク
ス

L
T
A
X
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
民
税
課
、
納
税
課

成
人
式
典
に
関
す
る
ウ
ェ
ブ
ア
ン
ケ
ー
ト

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
民
法
改
正
施

行
に
よ
り
民
法
が
定
め
る
成
年
年
齢
が

18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
成
人
式
典
の
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
行
い
ま

す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
程　
８
月
１
日
㊍
～
16
日
㊎

対
象　
市
内
在
住
の
人

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
課

土
地
・
家
屋
に
つ
い
て
の
申
告

【
家
屋
滅
失
申
告
】家
屋
の
一
部
ま
た

は
全
部
を
取
り
壊
し
た
場
合
は「
家

屋
滅
失
申
告
書
」の
提
出
を（
災
害

時
を
含
む
）

【
住
宅
用
地
の
申
告
】居
住
用
家
屋
の

新
築
、
家
屋
の
用
途
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は「
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
住
宅
用
地
申
告
書
」の
提
出
を

【
現
有
申
告
】土
地
・
家
屋
の
所
有
者

が
死
亡
し
、
そ
れ
ら
を
現
に
所
有
す

る
こ
と
に
な
っ
た
人
は「
固
定
資
産

（
土
地
・
家
屋
）を
現
に
所
有
す
る

者
の
申
告
書
」の
提
出
を（
法
務
局

で
相
続
登
記
を
し
た
人
は
除
く
）

問
資
産
税
課

８
月
は
農
地
の
無
断
転
用
防
止
月
間

農
地
を
宅
地
・
倉
庫
・
駐
車
場
・
太

陽
光
発
電
用
地
な
ど
に
利
用
す
る「
農

地
転
用
」は
県
知
事
の
許
可
が
必
要
で

す
。
市
街
化
区
域
内
は
農
業
委
員
会
に

届
け
出
が
必
要
で
す
。
事
前
に
地
区
の

農
業
委
員
・
推
進
委
員
か
農
業
委
員
会

事
務
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
許
可
を
受
け
ず
に
転
用
さ
れ
た
場

合
、
原
状
回
復
が
必
要
で
す
。
追
認

許
可
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局

出
張
女
性
相
談
室（
無
料
）

Ｄ
Ｖ（
配
偶
者
や
恋
人
等
か
ら
の
暴

力
）や
家
庭
問
題
等
の
女
性
の
悩
み
な

ど
に
女
性
相
談
員
が
応
じ
ま
す（
秘
密

厳
守
）。

日
程　
８
月
10
日
㊏
、
24
日
㊏
９
～
16
時

場
所　
ス
ピ
カ

※
市
役
所
で
も
随
時
相
談
に
応
じ
ま
す
。

問
人
権
男
女
共
同
参
画
課

　
☎
24・６
１
８
０（
予
約・相
談
専
用
）

　
☎
23
・
３
８
２
８（
当
日
連
絡
用
）

お
仕
事
出
張
相
談
ｉ
ｎ
ス
ピ
カ

日
程　
８
月
13
日
㊋
、
９
月
９
日
㊊
、

10
月
15
日
㊋
10
～
16
時

場
所　
ス
ピ
カ（
託
児
あ
り
、
要
予
約
）

内
容　
就
職
あ
っ
せ
ん
、
職
業
相
談
等

対
象　
出
産
、
子
育
て
、
介
護
な
ど
で

し
ば
ら
く
仕
事
か
ら
離
れ
て
い
る
人

問
さ
せ
ぼ
お
仕
事
情
報
プ
ラ
ザ

　
☎
76
・
７
７
１
３

ミ
ツ
バ
チ
の
飼
育
に
は
届
け
出
が
必
要

ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
し
て
い
る
人
は
趣
味

の
範
囲
で
あ
っ
て
も
毎
年
10
月
末
ま
で

に
県
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
農
業
畜
産
課

全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
日
に
黙
と
う
を

戦
没
者
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
た

め
、
８
月
15
日
㊍
の
正
午
の
サ
イ
レ
ン

を
合
図
に
黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
市
民
安
全
安
心
課

「
子
ど
も
の
人
権
・
女
性
の
悩
み
ご
と
」

県
下
一
斉
特
設
相
談
所

人
権
擁
護
委
員
が
ス
ト
ー
カ
ー
や
セ
ク

ハ
ラ
、
子
ど
も
の
い
じ
め
、
児
童
虐

待
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す（
相
談
無

料
・
秘
密
厳
守
）。

日
程　
８
月
18
日
㊐
10
～
15
時

場
所　
早
岐
・
柚
木
・
相
浦
・
世
知
原

地
区
公
民
館

問
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局

　
☎
24
・
４
８
５
０

交
通
公
園
の
休
園
日

日
程　
８
月
19
日
㊊
、
26
日
㊊
、
９
月

２
日
㊊
、
７
日
㊏

問
交
通
公
園
☎
23
・
2
8
6
9

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
け
取
り
・
申
請

平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
な
ど
の
た
め

の
窓
口
で
す
。
事
前
の
写
真
準
備
が
不

要
な
Ｗ
ｅ
ｂ
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
い

ま
す
。

日
程　
８
月
25
日
㊐
９
～
13
時

場
所　
戸
籍
住
民
窓
口
課

対
象　
交
付
通
知
書
が
届
い
て
い
る
人

※
交
付
場
所
が「
戸
籍
住
民
窓
口
課
」

以
外
の
人
は
カ
ー
ド
を
後
日
本
人
宛

て
に
送
付
し
ま
す
。

※
必
要
書
類
な
ど
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

問
戸
籍
住
民
窓
口
課

８
月
29
日
～
９
月
４
日
は
子
ど
も
の
人

権
１
１
０
番「
強
化
週
間
」

い
じ
め
や
体
罰
、
児
童
虐
待
な
ど
子
ど

も
を
巡
る
人
権
問
題
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
大
人
の
相
談
も
で
き
ま
す
。

【
電
話
番
号（
相
談
無
料
、
全
国
共
通
）】

☎
０
１
２
０・０
０
７・１
１
０

※
８
時
30
分
～
19
時
。
土
・
日
曜
は
10

～
17
時
。

問
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局

　
☎
24
・
４
８
５
０

佐
世
保
市
総
合
防
災
訓
練

日
程　
９
月
１
日
㊐
９
時
30
分
～
12
時

場
所　
相
浦
駐
屯
地（
大
潟
町
）

内
容　
初
期
消
火
や
避
難
訓
練
、
倒
壊

家
屋
か
ら
の
救
出
、
電
気
・
ガ
ス
等

の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復
旧
訓
練
な
ど

問
防
災
危
機
管
理
局
☎
23
・
９
２
５
８

輝
き
続
け
る
女
性
の
た
め
の「
再
就
職

支
援
セ
ミ
ナ
ー
」（
無
料
）

日
程　
９
月
９
日
㊊
10
時
30
分
～
12
時

場
所　
ス
ピ
カ（
託
児
あ
り
、
要
予
約
）

内
容　
テ
ー
マ「
女
性
の
再
就
職
」

※
午
後
か
ら
は
就
職
の
個
別
相
談
を
行

い
ま
す
。

定
員　
先
着
30
人

申
込　
電
話
で
さ
せ
ぼ
お
仕
事
情
報
プ

ラ
ザ
へ

問
さ
せ
ぼ
お
仕
事
情
報
プ
ラ
ザ

　
☎
76
・
７
７
１
３

2223

市
役
所
・
中
央
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
各
課
へ
は

☎
24
・
1
1
1
1（
代
表
）か
ら
お
つ
な
ぎ
し
ま
す
。

シリーズ「予防救急」
刺される、かまれる

ア
ン
ケ
ー
ト
は
下
記
画
像

か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い

主な原因
◦公園や広場で遊んでいてヘビにかまれ

た、蜂に刺された
◦飼い犬や猫に手や足をかまれた
◦海でオコゼやクラゲに刺された
◦室内でムカデにかまれた

日頃の予防と対策
◦公園や広場で遊ぶときは草むらには入

らないようにし、蜂の巣に近づかない
よう注意しましょう

◦洗濯物や布団にも蜂やムカデが潜んで
いることがあるので注意しましょう

◦普段おとなしい犬や猫もかむことがあ
るので注意しましょう

◦海ではオコゼなど毒を持つ魚に注意し、
遊泳中はクラゲに刺されないようにし
ましょう

◦刺されたりかまれたりしたことが原因
で、アレルギー反応を起こす場合がある
のですぐに医療機関を受診しましょう

※救急医療機関の問い合わせは「☎23-8199
（兄さんハイ救急）」をご利用ください。

※小児救急は長崎県小児救急電話相談 
センター「#8000」や「☎ 095-822-3308」 
にお問い合わせください（18 時から翌
朝 8 時まで）。

問消防局警防課　☎ 23-2598 



Ｃ
ク
ー
ル

Ｏ
Ｏ
Ｌ 

Ｃ
チ
ョ
イ
ス

Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
！
地
球
温

暖
化
防
止
イ
ラ
ス
ト
コ
ン
ク
ー
ル
作
品

地
球
温
暖
化
防
止
を
テ
ー
マ
に
明
る
い

イ
メ
ー
ジ
の
イ
ラ
ス
ト
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　
市
内
在
住
か
通
学
す
る
小
学
生

〆
切　
９
月
13
日
㊎

※
四
つ
切
り
画
用
紙
を
使
い
、絵
と
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
入
れ
て
く
だ
さ
い（
写
真
・

貼
り
絵
は
不
可
）。

※
入
賞
者
に
は
図
書
券
を
贈
呈
し
ま

す
。
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
環
境
政
策
課
☎
31
・
６
５
２
０

安
全
・
安
心
住
ま
い
づ
く
り
支
援
事
業

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
、
耐
震
改
修
計

画
策
定
・
耐
震
改
修
工
事
費
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

対
象　
左
記
の
条
件
を
満
た
す
も
の

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
て
ら

れ
た
市
内
の
戸
建
木
造
住
宅

・
申
請
者
が
市
税
の
滞
納
が
な
く
居
住

中
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と

申
込　
【
耐
震
診
断
】令
和
２
年
１
月

31
日
㊎
ま
で
▽【
改
修
工
事
】12
月

27
日
㊎
ま
で
に
建
築
指
導
課
へ　

※
補
助
金
の
内
容
や
申
し
込
み
方
法
な

ど
詳
し
く
は
市
H
P
を
ご
覧
に
な

る
か
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
建
築
指
導
課

防
火
・
防
災
管
理
新
規
講
習（
併
催
）

日
程　
９
月
26
日
㊍
、
27
日
㊎（
２
日

間
）９
時
30
分
～
16
時
20
分

場
所　
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー（
稲
荷
町
）

対
象　
防
火
管
理
者
と
防
災
管
理
者
の

資
格
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
人

料
金　
９
５
０
０
円

定
員　
60
人

申
込　
８
月
13
日
㊋
～
９
月
３
日
㊋
に

長
崎
県
消
防
設
備
協
会
へ

※
申
込
用
紙
は
消
防
局
、
各
消
防
署
・

出
張
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
長
崎
県
消
防
設
備
協
会

　
☎
24
・
５
３
８
５

ス
ピ
カ
夏
休
み
木
工
教
室

家
族
で
つ
み
き
セ
ッ
ト
を
作
り
ま
す
。

日
程　
８
月
24
日
㊏
13
～
16
時

場
所　
ス
ピ
カ

料
金　
１
組
千
円

定
員　
先
着
５
組（
１
組
６
人
以
内
）

申
込　
８
月
13
日
㊋
午
前
９
時
か
ら
電

話
か
直
接
ス
ピ
カ
へ

問
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー「
ス

ピ
カ
」☎
23
・
３
８
２
８

上
級
救
命
講
習（
無
料
）

日
程　
8
月
25
日
㊐
９
～
18
時

場
所　
中
央
消
防
署

内
容　
心
配
蘇
生
法
、
止
血
法
な
ど

対
象　
中
学
生
以
上

定
員　
先
着
30
人

申
込　
８
月
16
日
㊎
～
24
日
㊏
８
時
30

分
～
17
時
15
分
に
電
話
か
フ
ァ
ク
ス

（
24
・
４
１
１
９
）で
中
央
消
防
署
へ

問
中
央
消
防
署
☎
24
・
７
６
２
１

弓
道
教
室

日
程　
８
月
31
日
㊏
～
11
月
２
日
㊏
の

毎
週
土
曜
14
～
16
時（
全
10
回
）

場
所　
県
立
武
道
館
弓
道
場

対
象　
一
般
男
女（
小
学
５
年
生
以
上
）

料
金　
３
千
円

申
込　
８
月
24
日
㊏
ま
で
に
電
話
か
E

メ
ー
ル（sasebo.kyudo@

gm
ail.

com

）で
佐
世
保
弓
道
連
盟
へ

問
佐
世
保
弓
道
連
盟

　
☎
０
９
０・７
１
６
０・５
８
６
８

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
講
習
会

日
程　
10
月
25
日
㊎
９
時
30
分
～
16
時

場
所　
長
崎
県
庁

料
金　
２
千
円

申
込　
９
月
２
日
㊊
～
30
日
㊊
に
申
込

用
紙
を
ま
ち
整
備
課
へ

問
ま
ち
整
備
課

防
火
教
室

消
防
訓
練
や
防
火
講
話
・
消
火
器
で
の

消
火
訓
練
な
ど
を
行
い
ま
す
。

対
象　
自
治
会
、
事
業
所
、
学
校
な
ど

申
込　
最
寄
り
の
消
防
署
・
出
張
所
へ

問
消
防
局
予
防
課
☎
23
・
２
５
３
９

2425

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
に
よ

り
、
日
宇
町
一
組
自
治
会
の「
エ
ア
コ

ン
他
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
備
品
の
整

備
」に
助
成
を
行
い
ま
し
た
。

問
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
協
働
推
進
課

不
法
占
用
物
撤
去
の
お
願
い

歩
道
や
側
溝
の
上
に
植
木
鉢
や
立
て
看

板
な
ど
を
置
く
こ
と
は
道
路
法
に
違
反

す
る
不
法
占
用
で
す
。
不
法
占
用
は
歩

行
の
障
が
い
と
な
り
、
特
に
視
覚
が
不

自
由
な
人
や
車
椅
子
等
を
利
用
す
る
人

に
と
っ
て
大
変
危
険
で
す
。
不
法
占
用

物
の
撤
去
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
土
木
政
策
・
管
理
課

政
府
統
計
ご
協
力
の
お
願
い

統
計
法
に
基
づ
き
、
国
が
統
計
調
査
を

実
施
し
ま
す
。
県
知
事
が
任
命
し
た
調

査
員
が
顔
写
真
付
き
の
調
査
員
証（
身

分
証
）を
携
帯
し
伺
い
ま
す
の
で
、
ご

確
認
の
上
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

【
２
０
１
９
年
全
国
家
計
構
造
調
査
】

世
帯
の
所
得
分
布
や
消
費
の
水
準
と

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に「
世

帯
票
」「
年
収
・
貯
蓄
等
調
査
票
」「
２

カ
月
間
家
計
簿
」に
回
答
し
て
い
た

だ
く
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

日
程　
８
～
12
月

対
象　
春
日
町
ほ
か
10
町

【
経
済
セ
ン
サ
ス

－

基
礎
調
査
】

事
業
所
の
活
動
状
態
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、市
内
全
域
を
５
つ
の
区
域
、

時
期
に
区
分
し
、
順
次
外
観
調
査
等

を
行
い
ま
す
。
新
た
に
把
握
し
た
事

業
所
に
は
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。

日
程　
８
、９
月（
第
２
期
）

対
象　
山 

 

町
ほ
か
79
町

※
対
象
の
調
査
区
域
は
市
H
P
を
ご

覧
に
な
る
か
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
政
策
経
営
課

業
務
委
託

【
平
漁
港
可
動
橋
車
両
通
過
料
徴
収
業

務
】野
母
商
船
㈱
福
岡
支
社
、
九
州
商

船
㈱【
平
漁
港
使
用
料
等
徴
収
業
務
】

宇
久
小
値
賀
漁
業
協
同
組
合

貯
水
槽
は
適
正
に
管
理
を

ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ビ
ル
な
ど

で
貯
水
槽（
受
水
槽
、
高
置
水
槽
）を

設
置
し
て
水
道
水
を
給
水
し
て
い
る
場

合
、
設
置
者
は
年
に
一
度
、
定
期
的
に

清
掃
や
水
質
検
査
を
実
施
し
、
適
正
な

維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
水
道
維
持
課
☎
24
・
１
１
５
１

屋
外
広
告
物
の
適
正
化
旬
間

９
月
１
日
㊐
～
10
日
㊋
は
屋
外
広
告
物

の
適
正
化
旬
間
で
す
。
屋
外
広
告
物
が

適
正
に
設
置
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま

す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
に
な
る
か
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
ま
ち
整
備
課

毎
年
９
月
10
日
は「
下
水
道
の
日
」

下
水
道
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
も
ら

う
た
め
、９
月
１
日
㊐
～
10
日
㊋
ま
で
、

横
断
幕
の
設
置
や
戸
別
訪
問
に
よ
る
水

洗
化
の
お
願
い
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

下
水
道
の
普
及
・
促
進
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
下
水
道
事
業
課
☎
24
・
１
１
５
１

長
崎
県
立
大
学
佐
世
保
校
附
属
図
書
館

大
学
内
の
附
属
図
書
館
は
地
域
に
開
放

し
て
お
り
、
貸
し
出
し
も
で
き
ま
す
の

で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
開
館
時
間
】月
～
金
曜
８
時
30
分
～

22
時
、
土
曜
９
～
17
時

対
象　
県
内
に
在
住
・
勤
務
す
る
15
歳

以
上
の
人

※
初
回
に
住
所
が
確
認
で
き
る
運
転
免

許
証
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
長
崎
県
立
大
学
佐
世
保
校
附
属
図
書

館
☎
47
・
５
９
５
８

佐
世
保
空
襲
を
語
り
継
ぐ
市
民
の
集
い

日
程　
９
月
６
日
㊎
13
～
22
時
、
７
日

㊏
、
８
日
㊐
９
～
22
時
、
９
日
㊊
９

～
12
時

場
所　
ア
ル
カ
ス
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｏ

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
佐
世
保
空
襲
を
語
り
継
ぐ
会
事
務
局

☎
０
９
０・７
１
５
８・１
９
７
０

指
定
管
理
者

❶
エ
コ
ス
パ
佐
世
保
❷
長
串
山
公
園
❸
鹿

町
温
泉
施
設
❹
し
か
ま
ち
活
性
化
施
設

受
付　
❶
８
月
30
日
㊎
ま
で
❷
❸
❹
８

月
１
日
㊍
～
30
日
㊎

※
詳
し
く
は
市
H
P
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
❶
環
境
部
施
設
課
☎
26
・
１
１
７
０

❷
公
園
緑
地
課
❸
健
康
づ
く
り
課

　
❹
農
業
畜
産
課

令
和
元
年
度
第
２
期  

市
営
・
県
営
住

宅
空
き
家
補
充
入
居
者

【
用
紙
配
布
】（
市
営
）８
月
16
日
㊎
か

ら
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
、
県
北

振
興
局
天
満
庁
舎
1
階
、
市
社
会
福

祉
協
議
会
、
市
役
所
1
階
、
住
宅
課
、

各
支
所
、宇
久
行
政
セ
ン
タ
ー
▽（
県

営
）８
月
９
日
㊎
か
ら
県
住
宅
供
給

公
社
佐
世
保
事
務
所
、
住
宅
課

【
受
付
】８
月
23
日
㊎
～
26
日
㊊
に
県

北
振
興
局
天
満
庁
舎
６
階
で

※
吉
井
・
小
佐
々
・
江
迎
・
鹿
町
支
所

で
は
指
定
日
に
各
支
所
管
轄
の
住
宅

を
受
け
付
け
ま
す
。
宇
久
行
政
セ
ン

タ
ー
で
は
全
て
の
住
宅
を
受
け
付
け

ま
す（
平
日
だ
け
）。

問
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
（
市
営
）☎
25
・
9
6
2
5

問
県
住
宅
供
給
公
社
佐
世
保
事
務
所

（
県
営
）☎
22
・
9
6
1
2

佐
世
保
市
シ
ル
バ
ー
作
品
展
出
品
作
品

９
月
26
日
㊍
～
30
日
㊊
に
島
瀬
美
術
セ

ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
る
作
品
展
へ
の
出

品（
未
発
表
の
手
工
芸
品
、
書
、
絵
画

等
）を
受
け
付
け
ま
す
。

対
象　
市
内
在
住
で
60
歳
以
上
の
人

〆
切　
９
月
６
日
㊎

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
健
康
づ
く
り
課

【昼開催】
・熊本 F Ⅰ in 久留米場外
・オールスター G Ⅰ
　（名古屋）場外
・高松 F Ⅰ場外
・京都向日町 F Ⅰ場外
・小田原記念 G Ⅲ場外
・富山記念 G Ⅲ場外
・福井 F Ⅰ場外
・青森記念 G Ⅲ場外

【ナイター開催】
・川崎 G Ⅲ場外
・小倉 F Ⅱ場外
・松戸 F Ⅰ場外
・四日市 F Ⅰ場外
・函館 F Ⅰ場外
・京王閣 F Ⅰ場外
・武雄 F Ⅰ場外
・久留米 F Ⅱ場外
・伊東温泉 F Ⅰ場外
・久留米 F Ⅰ場外

【ミッドナイト】
・本場ＦⅡ

8 月 10 ～ 12 日
14 ～ 18 日

19 ～ 21 日
22 ～ 24 日
24 ～ 27 日

29 ～ 9 月 1 日
2 ～ 4 日
5 ～ 8 日

8 月 9 ～ 12 日
13 ～ 15 日
15 ～ 18 日
19 ～ 21 日
22 ～ 24 日
25 ～ 27 日
28 ～ 30 日

31 ～ 9 月 2 日
3 ～ 5 日
6 ～ 8 日

8 月 17 ～ 19 日

させぼ競輪
☎ 31-4797 

※ミッドナイト競輪は電話またはインター
ネット投票だけ発売します。


